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△ 生命保険金で支給した死亡退職金

Q:当社は、役員を被保険者、当社を受取
人とする養老保険に加入し、支払保険料は資

産に計上してきました。この度、その役員が

業務中の交通事故で死亡し、生命保険会社か

ら死亡保険金の支払いを受けました。

ところで、支払いを受けた保険金の全額を

その役員の退職金として支払うことにしまし

たが、全額損金に算入できますか。

A ●
● 支払った金額が妥当であれば、全額損

金に算入できます。

【解説】

法人がその退職した役員に対して退職金を

支給した場合において、その退職金として損

金経理をした金額のうち 、 その役員の在職期

間、退職の事情、同業種類似規模法人の役員

退職金の支給状況等に照らし、その退職した

役員に対する退職金として不相当に高額な部

分の金額は、損金に算入されません。

ところで、その役員に対して支払われた退

職金の額が相当かどうかということの判断に

当たっては、保険契約の有無、つまり、保険

金を原資とするものかどうかということとは

関係がないと考えられています。

ご質問の場合も、役員退職金の財源に充て

るために養老保険契約を締結したものである

として、死亡した役員を被保険者とする養老

保険の死亡保険金をそのまま遺族に退職金と

して支給したとしても、その金額が不相当に

高額と認められるときは、その不相当に高額

な部分の金額は損金に算入されないことにな

ります。
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